
令和６年度

高槻市指定障がい福祉サービス事業者等
集団指導

令和６年６月２１日（金）午後１時半から午後４時

1. 主催者挨拶
2. （福祉指導課）人員基準・運営基準・報酬算定の留意事項等について
3. ＝休憩＝
4. （福祉相談支援課）障がい者虐待防止について

5. （福祉相談支援課）高槻障がい福祉サポートネットワーク（地域生活支援拠点等）
について

6. （障がい福祉課）高槻市の施策等について
7. （障がい福祉課）障がい福祉サービス提供時に係る留意事項等について
8. （障がい福祉課）令和6年7月地域生活支援事業報酬改定について
9. 連絡事項

次第



（障害者総合支援法）
人員基準・運営基準・
報酬算定の留意事項
等について

高槻市福祉指導課
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1. 運営指導、集団指導及び監査

2. 遵守すべき関係法令等

3. 届出等について

4. 自主点検表について

5. 指定取消し等の事案

6. 虐待防止・身体拘束適正化の取組み

7. 業務継続計画・感染症対策の取組み

8. 情報公表制度

9. 災害時情報共有システム

10. 業務管理体制の整備

（障害者総合支援法）人員基準・運営基準・報酬算定の留意事項等について

内容
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11. 事故防止の取り組み

12. サービス管理責任者の要件

13. 令和６年度報酬改定について

14. 実地指導における指摘事項について

15. 処遇改善加算の新加算について

16. その他事項

（障害者総合支援法）人員基準・運営基準・報酬算定の留意事項等について

内容



１.運営指導、集団指導及び監査
指導 対象 内容

集団指導 全事業者
（原則とし
て４月１日
現在の指
定事業者）

毎年１回 • 国の示す指導指針に基づき、指定権者が実施
• 一定の場所に集めて講習等の方法により行う
なお、オンライン等（オンライン会議システム、ホー
ムページ等）の活用による動画の配信等による実
施も可能とする。

• 事業者全体のレベルアップを図ることを目的
• 関係法令・制度の趣旨、目的の周知と理解の促進
• 給付費の過誤・不正請求の防止の観点から、算定
要件等の周知
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 出席確認のため
終了後は事業所ごとにアンケー
ト報告をお願いします。

【令和６年度の変更点】
• オンライン等での実施可 （国指導指針の改正）
• 「地域活動支援センターⅠ型」、「地域活動支援センターⅡ型」、
「訪問入浴」が、集団指導の対象外（高槻市要綱の改正）



指導 対象 内容

個別指導 新規指定事業
者

３回 • 高槻市独自の取組み、受検は任意
• 指定後１年の間に、３回
• 内容は下表のとおり
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個別指導
対象事業者

新規指定後１月の事業者 新規指定後半年の
事業者

新規指定後１年の
事業者

指導内容 運営規程等 個別支援計画等 給付費の請求

提出書類 ①運営規程
②利用契約書（ひな型）
③重要事項説明書（ひな型）
④個人情報使用同意書（ひ
な型）

①個別支援計画書
②計画策定会議議事
録
③アセスメント

①サービス提供記録
②給付費明細書
③サービス提供実績記録票
④利用者出欠表
⑤職員の勤務実績表
⑥加算の算定要件に係る記
録

【内容】

１.運営指導、集団指導及び監査



１.運営指導、集団指導及び監査
指導 対象 内容

運営指導
（旧実地指導）

指定事業者 概ね３年に
１回

【目的】
• サービスの質の確保と向上
• 適正な報酬の請求
【方法】
• 原則、実地にて、関係者から関係書類等を基
に説明を求め、面談方式で行う

• 実地でなくとも確認できる内容の確認につい
てはオンライン等を活用することができる

移動支援・
日中一時支援

概ね３年に
１回

地域活動支援
センターⅢ型

登録更新時
（６年ごと）
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• 「実地指導」の名称が「運営指導」に （国指導指針の改正）
• オンライン等の活用可（国指導指針の改正）
• 「地域活動支援センターⅠ型」、「地域活動支援センターⅡ型」、「訪問入浴」は定例運営指導の対象外
（高槻市要綱の改正）

• 「地域活動支援センターⅢ型」は、運営指導を登録更新時（６年ごと）に実施（高槻市要綱の改正）

【令和６年度の変更点】



１.運営指導、集団指導及び監査
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【標準的な運営指導の流れ】

実施通知 ➡
事前提出
書類の
提出

➡ 運営指導 ➡ 結果通知 ➡ 改善報告書
の提出

約１か月前 １週間前 当日 約１か月後
約２か月後
提出期日

書類や会議室
の準備をお願
いします

自主点検表、
勤務表など

改善事項を
事項を通知
します

期日までに改
善し、報告し
てください

※メールで
通知します

【事業所の連絡先メールアドレスについて】
事業所の連絡先メールアドレス宛には、随時市から通知等を送付します。
重要なお知らせもありますので、福祉指導課に届出をしている事業所の連絡先メールアドレスに届く
メールは、必ずご確認ください。
なお、健康福祉分野における行政サービスに係る諸般の連絡を行う際、本市の各所管課で共有します。
各所管課からもメールが届きますので、ご承知ください。



１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和５年度運営指導（実地指導）の実施状況】

種 別
対象
事業数

実施数
文書指摘
の数

左記の内訳

基本
方針

人員 設備 運営
変更
届

報酬

指定障がい福祉サービス 307 69 236 2 27 4 143 12 48

指定障がい者支援施設 3 1 6 1 0 1 2 0 2

指定一般相談支援 20 4 0 0 0 ‐ 0 0 0

指定特定相談支援 24 6 18 0 2 ‐ 13 0 3

登録地域生活支援事業 72 15 11 0 2 0 8 1 0

指定障がい児通所支援 110 17 79 0 4 0 55 0 20

指定障がい児相談支援 15 3 9 0 0 ‐ 9 0 0

合 計 551 115 359 3 35 5 230 2 73



9

【令和５年度運営指導（実地指導） ：文書指摘の主な内容等（障がい福祉サービス・施設）】

人員基準 従業者の員数 １０

人員基準
管理者の配置状況
サービス提供責任者の員数、サービス提供責任者の資格
サービス管理責任者の配置状況

１４

運営基準 内容・手続の説明及び同意（契約書、重要事項説明書） ８

運営基準 サービスの提供の記録 ５

運営基準 利用者負担額の受領 ７

運営基準 給付費等の額に係る通知 ７

運営基準 計画の作成・交付 ４０

運営基準 工賃・賃金の支払 １２

運営基準 勤務体制の確保等 ９

運営基準 非常災害対策 ５

１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和５年度運営指導（実地指導） ：文書指摘の主な内容等（障がい福祉サービス・施設）】

運営基準 身体拘束等の適正化 ２１

運営基準 苦情解決 ８

運営基準 事故発生時の対応 １１

運営基準 虐待の防止・虐待等の禁止 ６

変更の届出 変更の届出 １３

給付費の算定 本体報酬 １６

給付費の算定 加算・減算 ３４

その他 業務管理体制の届出 １１

１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和５年度運営指導（実地指導） ：文書指摘の主な内容等】
（計画相談・障がい児相談・一般相談）

人員基準 相談支援専門員の配置 ２

運営基準 内容・手続の説明及び同意 ２

運営基準 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画 １１

運営基準 従業者の秘密保持 ２

運営基準 事故発生時の対応 ４

給付費の算定 本体報酬 ２

給付費の算定 加算 １

その他 業務管理体制の届出 ３

１.運営指導、集団指導及び監査



１.運営指導、集団指導及び監査
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【令和６年度運営指導】
主に次の条件から対象事業所を選定
1. 令和元年度以降、運営指導（実地指導）を受検していない事業所
2. 令和４年度以降、運営指導（実地指導）を受検していない障がい者支援施設

3. 令和５年度末までに事業を開始した事業所で、これまでに一度も運営指導（実地指導）
を受検していない事業所

4. 事業を開始し１年経過した就労継続支援Ａ型事業所
5. 介護保険法に基づく運営指導との同時実施が望ましい居宅介護等事業所
6. 利用者等からの苦情が多い等、特に運営指導の実施が必要と認められる事業所
7. 関係機関等からの情報提供を受けて、運営指導の実施が必要と認められる事業所

【必要がある場合】
運営指導の
実施通知 ➡ 運営指導

当日 当日

あらかじめ通知したのでは必要な事実
確認ができない場合等は、
事前に通知せず、当日通知し、運営指導
を実施することがあります



指導 対象 内容

監査 監査を
実施する
必要が
あると認
められる
事業者

• 人員基準、運営基準の重大な違反があると疑うに足りる理由がある
とき

• 給付費の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理
由があるとき

• 事業所の従業者等が利用者に対し虐待を行ったことを疑うに足りる
理由があるとき

• 不正の手段により事業者指定を受けたことを疑うに足りる理由があ
るとき

• 運営指導により改善を指導したにもかかわらず、改善がみられない
とき

• 正当な理由がなく、運営指導を拒否したとき など
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• 運営指導の実施後に、監査に切り替えることがあります
• 運営指導を実施していない場合でも、監査を実施することがあります
• 事前予告なく、当日立ち入り検査をすることがあります
• 監査の実施後、処分事由に該当すると認められた時は、行政処分（指定取消し・効力停止）等
を行うことがあります

１.運営指導、集団指導及び監査



２.遵守すべき関係法令等
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【指定事業者が遵守すべき基準】 厚生労働省令等（高槻市条例による引用）

療養介護、生活介護、
自立訓練、

就労移行支援、
就労継続支援

居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護、短期入所、

就労定着支援、自立生活援助、
共同生活援助

障がい者支援施設

最低基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に
基づく障害福祉サービス事業の設
備及び運営に関する基準

なし
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基
準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営
に関する基準

指定基準
解釈通知

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準に
ついて（H18.9.29障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害福祉部
長通知）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営
に関する基準について（H19.1.26障発第0126001号厚生労働
省社会・援護局障害福祉部長通知）

指定障がい福祉サービス事業者が遵守すべき基準を定めた高槻市条例は
ホームページでご確認いただけます。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/47552.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/47552.html


２.遵守すべき関係法令等
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【指定事業者が遵守すべき基準】 厚生労働省令等

計画相談支援
地域相談支援

（地域移行支援、地域相談支援）

指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第27
号）

指定基準
解釈通知

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準について（H24.3.30障発第0330第22号
厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準について（H24.3.30障発第0330
第21号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知）

指定障がい福祉サービス事業者が遵守すべき基準を定めた高槻市条例は
ホームページでご確認いただけます。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/47552.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/47552.html


２.遵守すべき関係法令等
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【報酬の算定要件（指定障がい福祉サービス事業）】

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、

就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、
自立生活援助、共同生活援助

計画相談支援
地域相談支援

（地域移行支援、地域相談支援）

報酬告示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害福祉サービス等
及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額
の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第
523号）

障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定計画相談支援に要する費用の額の
算定に関する基準(平成24年厚生労働
省告示第125号)

障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定地域相談支援に要する費用の額の
算定に関する基準(平成24年厚生労働
省告示第124号)

報酬告示
留意事項
通知

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害福祉サービス事
業の人員、設備及び運営に関する基準について
（H18.12.6障発第1206001号厚生労働省社会・援

護局障害福祉部長通知）

障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額
の算定に関する基準等の制定に伴う
実施上の留意事項について（18.10.31

障発第1031001号厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部長通知）

障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額
の算定に関する基準等の制定に伴う
実施上の留意事項について
（H18.10.31障発第1031001号厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部長
通知）



２.遵守すべき関係法令等
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【令和６年報酬改定等について】

高槻市ホームページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/115868.html

令和6年度報酬改定
の関係資料を掲載し、
順次更新しています

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/115868.html


18

【市のホームページのご案内】

事業者向け
（福祉指導課など）

市民の方向け
（障がい福祉課など）

【高槻市ホームページ】障がい福祉サービス事業者向け情報

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/77/407/

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/77/407/


２.遵守すべき関係法令等
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地域生活支援事業の基準は、
高槻市のホームページに記載している基準等を
ご確認ください
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/101885.html

【地域生活支援事業において遵守すべき基準】

移動支援
日中一時支援
訪問入浴

地域活動支援センター

最低基準 なし

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律に基づ
く地域活動支援センター
の設備及び運営に関す
る基準（厚生労働省令）

登録基準
高槻市地域生活支援事業所等に関する基
準

令和５年度に基準の
改正がありました

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/101885.html


２.遵守すべき関係法令等
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【報酬の算定要件】（地域生活支援事業）

地域生活支援事業の報酬の算定要件は、
高槻市のホームページに記載している通知等を
ご確認ください
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2501.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2501.html
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高槻市ホームページ
障がい福祉サービス等変更届・変更申請のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2261.html

届出は「高槻市簡易申込」でどうぞ
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5811

３.届出等について

地域生活支援事業変更届のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2260.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2261.html
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5811
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2260.html


４.自主点検表について
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【高槻市ホームページ】自主点検表
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2346.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2346.html


４.自主点検表について
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【高槻市ホームページ】

自主点検表

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2346.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2346.html
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５.指定取消し等の事案

居宅介護
重度訪問介護

【人格尊重義務違反】
• 居宅介護サービスにおいて、従業員が利用者２名に対して拳で腹部
を殴るなどの行為を複数回行った。

• 夜間に居室から出られないよう外側から鍵をかけ閉じ込めた。

【介護給付費の請求に関する不正】
• 実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人役員や従
業員ではない者の氏名を使用し、サービス提供を行ったとする記録を

• 虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
（約1,200万円）

令和５年度

指定取消

大阪市
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５.指定取消し等の事案

就労継続支援A型
【人員基準違反】
サービス管理責任者が、本来いるべき事業所で常時勤務せず、
別の事業所で勤務していた。

【運営基準違反】
サービス提供に必要な個別支援計画を、本来作成すべきス管理責任
者が作成せず、また、必要な手続きを経ず作成していた。

【不正請求】
上の基準違反の状態でサービス提供が行われているにもかかわらず、
訓練等給付費を減算せずに不正に請求していた

（約 6,200万円）

令和６年度

指定取消

愛媛県
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令和５年１０月２０日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

監査指導室／障害福祉課地域生活・発達障害者支
援室 事務連絡 より
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施設従事者による障がい者虐待事案に係る調査結果及び改善指
導について（令和６年２月２０日公表）

【高槻市ホームページ】
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/117017.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/117017.html
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６.虐待防止・身体拘束適正化の取組み

• 委員会の設置及び開催、指針の整備、
研修の実施、訓練の実施、等

障がい者虐待防止に係る取り組みの義務化

• 身体拘束等の記録

• 委員会の設置及び開催

• 指針の整備

• 研修の実施、等

身体拘束適正化に係る取り組みの義務化

• 方針の明確化、従業者への周知、相談窓口の設置、等

従業者へのハラスメント対策の義務化

令和６年４月から
減算規定が設けら
れました

減算あり

令和６年４月から
減算率が
引き上げられまし
た

減算あり
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厚生労働省作成資料
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における
主な改定内容



30

【参考】
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き【令和５年７月】

https://www.mhlw.go.jp/content/001121499.pdf

【参考】
大阪府障がい者虐待防止・権利擁護研修(事業所向け)のご案内

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html

【参考】
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963543.pdf

【参考】障害福祉の現場におけるハラスメント対策

【参考】
厚生労働省 令和５年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修講義動画

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00017.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001121499.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kenriyougokenshu.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963543.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00017.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html
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７.業務継続計画・感染症対策の取組み

•計画（BCP)の策定

•研修の実施

•訓練・シミュレーションの実施 等

業務継続計画の策定に係る取り組みの義務化

•委員会の設置・開催

•指針の策定

•研修の実施

•訓練・シミュレーションの実施 等

感染症対策の強化に係る取り組みの義務化

厚生労働省ホームページ【感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

令和６年４月から
減算規定が設けられ
ました
（一部経過措置あり）

減算あり

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html


32

８.情報公表制度

高槻市ホームページ：障がい福祉サービス等情報公表制度のご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2264.html

•事業所の基本情報等を毎年報告し、公表すること

•新規指定の事業所は、指定後２か月以内に

情報公表制度について

令和６年４月から
減算規定が設けら
れました

減算あり

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2264.html
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高槻市ホームページ：災害時情報共有システムのご案内
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/37153.html

• 災害発生時に、事業所の被災状況を、市・都道府県（自治体）・国との

間で情報共有するためのシステム
• 災害発生時には、登録したメールアドレス（ＰＣやスタッフのスマート
フォン）で被災状況を知らせることができます

災害時情報共有システム

９.災害時情報共有システム

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/37153.html
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高槻市ホームページ：業務管理体制の整備と届出のご案内

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2269.html

届出先が高槻市である法人のみ
指定権者への変更の届出をもって変更の届出の
提出を省略することができる
※法令遵守責任者の変更の届出は必要

【令和６年度の変更点】

法人名・法人所在地・法人代
表者・法令遵守責任者等に変
更がある場合は変更の届出
が必要

１０.業務管理体制の整備
全ての指定事業者（法人）は、法令遵守等の業務管理体制の整備と
その届出が義務づけられてます

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2269.html


１１.事故防止の取組み

サービス 事故の内容

入所・ＧＨ・短期 服薬の誤り（重複・飲み忘れ・別の人の薬・紛失など）

通所 利用者同士の接触によるケガ （骨折など）

通所・入所 支援中のケガ
・椅子と椅子の間が狭く足をひっかけて転倒 ・車いすの移乗時に転倒 など

通所 生産活動中のケガ ・段ボールにつまづき転倒 ・缶で手を切る など

通所 食事中ののどつめ（おからコロッケ）

通所 送迎時の乗せ忘れ（乗り場で待たせた）

通所 個人情報の流出 （利用者宛て文書を誤って別の利用者に渡す）

ＧＨ 行方不明（無断外出・帰宅しないなど）

ＧＨ 家電のコンセントから発火（使用可能なワット数を超えた過電力か）

ＧＨ 行方不明（無断外出・帰宅しないなど）

訪問 ヘルパーと利用者間の金銭トラブル（窃盗・貸借・脅迫）

訪問 外出中に通行人への暴力

35

【報告されている事故（令和５年度）】

事故が発生した時は
市に報告してください。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2267.html

すぐに報告書が作成で
きない場合は、
電話でご一報ください

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2267.html


１１.事故防止の取組み

36

【報告されている事故（令和５年度）】

大阪府ホームページ

重大事故等について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/jiko-sya.html

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/jiko-sya.html
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【未然に防止するために】

● コミュニケーションの重要性
● 苦情解決への取組み
● サービス提供場面におけるリスクと事故防止策

１１.事故防止の取組み
【基本的な視点】

●「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」
という考え方で取り組む

● 個別性が高いため、それぞれの事業所において、十分な検討と創意工夫が必要

【事故が起こってしまった時の対応方針】

利用者ご本人やご家族の気持ちを考え、相手の立場に立った対応が基本
● 事故対応については、個人プレーでなく組織として対応、事実を踏まえた対応、

窓口を一本化した対応を原則とする
● 事実の把握と家族等への十分な説明を行い、「今後どうするのか」という改善

策の検討と実践を行い、誠意ある対応を行う
● 事故が起きた場合、事故発生直後の迅速な対応のため、手順の明確化や連絡先

リストの作成などを予め行い、周知徹底をしておく
【参考】 福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針～利用者の笑顔と満足を求めて～
（平成１４年３月２８日）福祉サービスにおける危機管理に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html

ひやりはっと
報告の取組み
が有効

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html
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大阪府ホームページ
サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html

対象：生活介護、自立訓練、
就労系サービス、施設、ＧＨ１２.サービス管理責任者の要件

平成31年3月31日までに

サービス管理責任者の資格要件を満たした方

令和6年3月31日までの間に更新研修を修了しな
ければ、令和6年4月以降は資格を満たさない

平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間

にサービス管理責任者の基礎研修（基礎研修
＋初任者研修）を修了した方

基礎研修（基礎研修＋初任者研修）修了後、３年
のうちに実践研修を修了しなければ、３年を過ぎる
と資格を満たさない

実践研修・更新研修修了後は・・・ 5年の間に1回、更新研修を受講

※更新研修受講には受講要件あり

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html
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【OJT期間の緩和要件】

→参考様式4-3

※ 届出様式はＨＰに掲載
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2341.html

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2341.html
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【やむを得ない事由による措置の緩和】

◆ やむを得ない事由とは？ 下記①～③が該当します。
①サービス管理責任者等の急死、事故、急病等により急遽勤務不可となった場合
②サービス管理責任者が自己都合等で急に退職（下記×）した場合 （予見できなかった場合のみ）
× 法人内での人事異動や、定年退職等、予見できるものは、該当しません
× 自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間がある場合は該当しません
③ 災害等により研修が中止（延期は対象外）になり、期間内に受講できなかった場合

法人で「やむを得ない」と判断しても、実際には 「やむを得ない事由」に該当しない変更理由であったことが発覚する
事案があります。必ず、電話で事前に相談をしてください。

注意



41
大阪府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 相談支援従事者研修について https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html

【相談支援専門員の研修要件】

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienkensyu.html
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１３.令和６年度報酬改定について
共通事項【テレワークについて】

管理者のテレワーク  事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、
管理者がテレワークを行う場合における緊急時の対応につ
いて、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に
応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと

 個別の業務についてテレワークでの実施が可能な場合で
あっても、事業所等を不在とする時間が一定以上生じること
で、当該職種としての責務の遂行に支障が生じる場合には、
テレワークを実施してはならない

面談・相談業務等に
おけるテレワーク

 意思疎通を十分に図ることが可能な利用者について、利用
者本人及び家族の同意がある場合に限る

 指定基準及び障がい福祉サービス等報酬上の取扱いにお
いて、面談・相談やアセスメント等の実施に当たって利用者
の居宅等を訪問して行う等により、対面で実施する旨規定さ
れている場合においては、テレワークでの面談等の実施は
認められない
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生活介護【本体報酬】

現に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき
指定生活介護等を行うための標準的な時間に基づき算定する

生活介護計画（個別支援計画）への記載例

 サービス提供時間 ４時間（①）
 送迎に係る配慮 １時間（②）
 障がい特性に係る配慮 ３０分（③）
 送迎時の移乗等 ３０分（④）
------------------------------------------------
合計のサービス提供時間 ６時間

① 実際にサービスを提供する時間

※生活介護計画に位置付けられた標準的な時間と実際のサービス提供時間
が合致しない状況が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討すること

② 利用者が必要とするサービスを提供する事業
所が当該利用者の居住する地域にない場合
等であって、送迎に要する時間が往復３時間
以上となる場合は、１時間を生活介護計画に
位置付ける標準的な時間として加えることが
できる。

③ 障がい特性等に起因するやむを得ない理由に
より、利用時間が短時間（サービス提供時間
が６時間未満）にならざるを得ない利用者につ
いては、日々のサービス利用前の受け入れの
ための準備やサービス利用後における翌日の
受け入れのための申し送り事項の整理、主治
医への伝達事項の整理などに長時間を要す
ると見込まれることから、これらに実際に要し
た時間を、１日２時間以内を限度として生活介
護計画に位置付ける標準的な時間として加え
ることができる。

④ 送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッ
ド・車椅子への移乗、戸締り等）に要する時間は、生
活介護計画に位置付けた上で、１日１時間以内を限
度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間
として加えることができる。

１３.令和６年度報酬改定について
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生活介護【従業者の配置員数を算出する際に必要な前年度平均利用者数の算定方法】

以下のとおりサービス提供時間を考慮して算定する

 ５時間以上７時間未満の利用者：０．７５人として計算
 ５時間未満の利用者：０．５人として計算

※上記以外（７時間以上の利用者）：１人として計算（従前どおり）

今年度の算定方法（例）

 Ａさんのサービス提供時間 → 平均６時間（３月の実績）
 Ｂさんのサービス提供時間 → 平均７時間（聞き取りによる見込み）
 Ｃさんのサービス提供時間 → 平均６時間（３月の実績＋配慮事項を勘案）

⇒ ２人×０．７５＋１人×１＝２．５人

※ 上記の取扱い（３月のみの実績や聞き取りによる見込みでの算定）は、制度改正後間もない
今年度だけの取扱いであり、次年度以降は前年度の通年の実績により算定すること

※ 利用者数にサービス提供時間を考慮した係数（０．７５など）を乗じるのは、あくまで従業者の
配置員数を算出する際のみであり、定員の考え方には適用されないため、利用者の受け入
れに当たっては、サービス提供時間に関わらず、全ての利用者を１人として計算し、定員以
内の受け入れとすること

１３.令和６年度報酬改定について
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１３.令和６年度報酬改定について

生活介護、施設入所支援【重度障がい者支援加算】

生活支援員のうち
２０％以上の基礎
研修修了者の配置
に係る計算方法

 前提として、基準人員及び人員配置体制加算により配置され
る人員を超える人員が配置されていることが必要

 常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出し、非常勤職
員についても員数に含めること

（例）生活支援員が１２名の事業所の場合
１２名×２０％＝２．４名
⇒３名以上の基礎研修修了者の配置が必要

支援計画シート等
（「支援計画シート」
及び「支援手順書
兼記録用紙」）

 行動障がいを有する利用者がいる場合は支援計画シート等を
作成すること

 実践研修修了者は、原則として週に１回以上、利用者の様子
を観察し、３月に１回以上、支援計画シート等を見直すこと

 基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画
シート等に基づき、強度行動障がいを有する利用者に対して
個別の支援を行うとともに、支援記録の作成・提出等を通じて、
支援の経過を実践研修修了者にフィードバックすること
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【強度行動障がい 支援計画シート等】
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【障がい者支援施設・グループホーム】

高槻市ホームページ
地域連携推進会議について

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/128580.html

「地域連携推進会議の手引き」抜粋
※厚生労働省令和５年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設
及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組
についての調査研究 」令和４年度障害者総合推進事業「障害福祉サー
ビス等の質の評価のための基準等の作成に関する研究」の 「地域連
携推進会議（仮称）の手引き」 の改訂版

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/128580.html
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共同生活援助【人員配置体制加算】

基準人員として置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法（従業者
の勤務延べ時間数を除するべき時間数を４０時間として、従業者の員数に換算する方法）
で、利用者の数を加算の区分に応じた数値（介護包括型の場合、（Ⅰ）なら１２、（Ⅱ）なら
３０）で除して得た数以上の世話人等が加配されていること

（例）利用者数が１５人（うち区分６が５人、区分５が４人、区分４が６人）の事業所が
人員配置体制加算（Ⅰ）を算定する場合の１週間の必要配置時間

１３.令和６年度報酬改定について

職種 計算 必要配置時間 合計

基
準
人
員

世話人 ４０時間× （１５÷ ６）人＝１００時間

２６０時間

３０８時間

生活支援員

区分６ ４０時間× （５÷ ２．５）人＝８０時間

区分５ ４０時間× （４÷４）人＝４０時間

区分４ ４０時間× （６÷６）人＝４０時間

加
配
人
員

加配する
世話人等

４０時間× （１５÷ １２）＝ ４８時間 ４８時間

基準人員にも週４０時間の
配置が求められる点に注意



常勤が勤務すべき時間数が週３２時間の事業所の場合
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１３.令和６年度報酬改定について

職種 計算 必要配置時間

基
準
人
員

世話人 ３２時間× （１５÷ ６）人＝８０時間

２０８時間
生活支援員

区分６ ３２時間× （５÷ ２．５）人＝６４時間

区分５ ３２時間× （４÷４）人＝３２時間

区分４ ３２時間× （６÷６）人＝３２時間

共同生活援助【人員配置体制加算】

職種 計算 必要配置時間 合計

基
準
人
員

世話人 ４０時間× （１５÷ ６）人＝１００時間

２６０時間

３０８時間

生活支援員

区分６ ４０時間× （５÷ ２．５）人＝８０時間

区分５ ４０時間× （４÷４）人＝４０時間

区分４ ４０時間× （６÷６）人＝４０時間

加
配
人
員

加配する
世話人等

４０時間× （１５÷ １２）＝ ４８時間 ４８時間

週１００時間の
加配が必要
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① 前年度における工賃支払総額を算出

（例）各月の工賃支払額を足し合わせて工賃支払総額を算出する

※ 開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を含めるものとし、レクリエーションや行事等生産活動を目的としてい
ない日は含めない。ただし、地域のバザー等の行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合は、開所日として算定して差し支えない。

※ 開所日１日当たりの平均利用者数は、小数点第１位まで算出する。小数点第２位以降もある場合は、小数点第２位を切り上げる。
※ 平均工賃月額は、円未満を四捨五入する。

１３.令和６年度報酬改定について

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

60万 70万 50万 70万 90万 60万 60万 70万 50万 70万 90万 60万

工賃支払総額

600万円

就労継続支援（Ｂ型）【平均工賃月額の算定方法】

② 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出

（例）前年度の延べ利用者数が４，０００人、
前年度の年間開所日数が２００日の場合は、
４，０００人÷２００日＝２０人 となる。

これまでは
「各月の工賃支払対象者の総数」
で計算していた

③ ①（工賃支払総額）÷②（開所日１日当たりの平均利用者数）÷１２月により、
１人当たり平均工賃月額を算定

（例）６００万円÷２０人÷１２月＝２５，０００円



51

（上記2.の補足）具体的には、以下の両要件を共に満たす場合に加算の対象となる

 要件１ ：②≧①
 要件２ ：①≧③ + （④－⑤）

（※④－⑤が０未満の場合は０として計算する）

① 工賃向上計画における工賃目標
② 目標年度の事業所の平均工賃月額（実績）
③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額（実績）
④ 目標年度の２年度前における全国平均工賃月額
⑤ 目標年度の３年度前における全国平均工賃月額

１３.令和６年度報酬改定について
就労継続支援（Ｂ型）【目標工賃達成加算】

以下のいずれにも該当する場合に対象となる
1. 工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合

2. 当該工賃目標が、その対象となる年度（以下「目標年度」という。）の前年度における当
該事業所の平均工賃月額に、目標年度の２年度前の全国平均工賃月額と目標年度の
３年度前の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上である場合

※ 上記に加え、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることも要件



（例）令和５年度の実績に係る加算を令和６年度に算定する場合

令和４年度における事業所の平均工賃月額（実績）が１７，０００円であった場合、１７，７３１円以上

の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に加算の算定が可能。

52

１３.令和６年度報酬改定について
就労継続支援（Ｂ型）【目標工賃達成加算】

令和５年度の工賃目標を
決める際に、

事業所の令和４年度の
工賃実績（１７，０００円）

に、令和３年度と令和

２年度の全国平均工賃
月額の差（７３１円）を
加算して、

１７，７３１円以上に設定
する。

目標達成すれば、

令和６年度に加算が算定
できる。
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１３.令和６年度報酬改定について

相談系サービス 【医療・保育・教育機関等連携加算】

福祉サービス
等提供機関の
職員との面談
等（※１）

連携の対象
機関

 原則として、サービス等利用計画に位置付けられている
福祉サービス等の提供機関に限る
（新たに計画に位置付ける予定である場合等は算定可）

 障がい福祉サービス等事業所との連携では算定不可

サービス担
当者会議に
おける情報
提供の取扱
い

 サービス担当者会議において情報提供を受ける場合も
算定可能
（ただし、提供機関の職員が会議に出席した場合のみ）

 サービス担当者会議実施加算との併せての算定は不可
（利用者の通院同行、福祉サービス等提供機関への
情報提供による同加算の算定については可能）

算定限度
回数

１人につき１月に１回まで

※ １・・・報酬告示注１（１）による算定
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１３.令和６年度報酬改定について

相談系サービス 【医療・保育・教育機関等連携加算】

利用者への
通院同行・福
祉サービス等
提供機関へ
の情報提供
（※２）

情報提供
の方法

利用者への通院同行及び病院等への情報提供に当たって
は、入院時情報提供書等を参考にした上で行うこと

算定限度
回数

 利用者への通院同行については、１月に３回まで
（ただし、同一の病院等については１月に１回まで）

 福祉サービス等提供機関への情報提供については、
病院等及び訪看等で１月に１回まで、その他の機関で
１月に１回まで

 病院等への情報提供と同じ月において同病院等に対し
て通院同行により情報提供している場合、重複して算定
することはできない
（ただし、異なる病院等に対して情報提供を行う場合は
それぞれで算定することが可能）

※２・・・報酬告示注１（２）・（３）による算定



１４.実地指導における指摘事項について
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【主な指導事項（人員基準・勤務体制の確保）】

主な指導事項 例

1. 事業所に配置すべき人員
基準を把握していない

• 常勤換算2.5人（訪問）
• 職種ごとの職員配置比率
• 前年度平均利用者数

2. 有資格者の証明ができな
い

• 資格証明書・研修受講証明書がない
• 実務経験証明書がない

3. 事業所の従業者であると
確認できない

• 雇用契約書等がない
• 法人役員等の勤務の記録がない
• 職員が他の事業にも従事している

4. 勤務実績がわからない
• 勤務実績表を作成していない
• 出勤簿・タイムカードがない

5. 必要な人員が配置されて
いない

• サービス提供責任者が不足
• サービス管理責任者が不在
• 従業者の員数が不足

法人役員でも支援者
として従事する場合
は、従事していること
を明らかにすること

減算が適用
（最大50％）
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一連の流れ 散見される事例

1. アセスメント（面接） • 記録がない
• 利用者家族または相談支援専門員の記録しかない
• 初回から更新していない

2. 個別支援計画の原案の作成 • 作成していない
• 十分な検討なく、利用者面談のみで個別支援計画を完成

3. 担当者を招集する会議 • 実施していない ・サビ管が一人で作成している
• 記録がない

4. 個別支援計画の作成 • 作成していない ・利用開始からだいぶ遅れて作成している

5. 利用者へ説明・同意・交付 • 同意を得ていない ・交付していない ・日付がない

6. サービス提供 • サービスの内容が個別支援計画とあっていない

7. モニタリング
（面接と計画の進捗状況の
把握）

• 最低限行うべき期間に行っていない
• 利用者の環境や必要なサービスが変化しているのに、計画の変
更を検討していない

【個別支援計画作成の流れ】

く
り
か
え
し

留意事項 • サビ管・サ責が個別支援計画の作成に係る一連の業務を担当すること
• 画一的な内容では、個別支援計画とはいえません
• 利用者の課題や目標を丁寧に洗い出し、関わる職員の間で支援方針の共
有を

一連の流れが適切
でない場合は報酬
の減算
（最大50％）

減算あり
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個別支援計画の作成は一連の手順
をふまえて丁寧に行ってください

大阪府ホームページ
大阪府相談支援ハンドブック
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienhandbook.html

相談支援事業所
は利用計画を事
業所の担当者に
共有すること

個別支援計画を同
意を得た後は、
相談支援事業所に
交付すること

新

減算対象

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/soudanshienhandbook.html
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【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援】

項目 主な指導事項

人員基準 • 常勤換算方式で２．５人以上従業者が確保されていない

人員基準

• 資格を有しない従業者に従事させている
• 有資格者であることが確認できない（合格証はあるが資格証がないなど）
• （同行援護・行動援護）経過措置期間において、実務経験が要件になってい
る場合に、実務経験証明書がない

人員基準
• 管理者が多くサービスに従事しており、業務に支障が生じかねない状況
• 管理者が、同一敷地以外の業務を兼務している

運営基準
• 居宅介護計画等が作成されていない
• 長年見直しされていない

移動支援の非常勤ヘルパー
の実績時間数を除いて、
２．５人以上従業者を確保す
る必要があります

１４.実地指導における指摘事項について

【注意】 令和７年度から

① 特定事業所加算の加算要件に、「中重度障がい者」に加えて「重度障がい児」の対応を追加

② 初任者研修修了者をサービス提供責任者とする措置の廃止



１４.実地指導における指摘事項について
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【主な指導事項（運営基準）】

指導事項 例

契約書・重要事項説明書
がない

• 体験利用の契約（GH）がない
• 移動支援の契約はあって、居宅介護の契約がない

重要事項説明書に必要事
項が記載されていない

• 第三者評価の実施状況（実施の有無など）
• 苦情解決の体制及び手順
• 虐待防止委員会の設置

事業者が利用者に求める
金銭の支払の範囲等が不
適切

• 利用者に求めるべきではない費目を求めている
• 費用の徴収根拠が不明確（食費・光熱水費）
• あいまいな名目の費用を求めることは不適切

サービス提供記録の内容
が不十分

• サービス提供日、時間、提供したサービスの種類、具体的な内容、
利用者の状況の記録がない

サービス提供実績記録票 • 作成して利用者の確認をうけていない

職員研修

• ほとんど研修を行っていない
• 研修の記録がない
• 新規採用職員に必要な内容の研修内容
が実施され、記録されていない

•虐待防止
•身体拘束適正化
•非常災害対策
•感染症対策
• BCP の内容



１４.実地指導における指摘事項について
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【主な指導事項（運営基準）】

指導事項 例

契約内容報告書 • 提出していない

事故・苦情
• 対応方針マニュアルがない
• 記録していない
• ひやりはっとの取組みを実施していない

非常災害対策
• 非常災害に備えた計画やマニュアルが不十分
• 避難訓練を実施していない

身体拘束等の適正化

• やむを得ず身体拘束等を行う場合の手順を定めていない
• やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録様式を定めていない
• 委員会の設置・開催・研修をしていない
• 委員会の開催・研修の実施記録がない

工賃・賃金

• 工賃の支払根拠が不明確（工賃規程の整備など）
• 生産活動の収入から経費を控除した額を工賃として支払うこと（就
労支援事業会計が不明瞭）

• 前年度平均工賃額及び工賃向上計画を利用者に通知していない
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【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援】

項目 指導内容

初回加算
• 初回加算の算定にあたって、サービス提供責任者が、初回もしくは初回
のサービス提供月にサービスを行った（または同行した）ことが確認でき
ない

緊急時対応加算
• 緊急時対応加算の算定について、緊急にサービス提供を行った場合の、
要請があった時間、要請の内容等の記録がない

院内介助・
待機時間の算定

• 院内介助は原則報酬の算定対象外
• 外出時の支援が必要だと確認できない時間（映画鑑賞中、スポーツ練習
中の待機時間など）は算定対象外

• 必要性がある場合は、計画に位置付けること

その他 • 給付費の算定にあたっては、現に要した時間ではなく、計画に位置付け
たサービスを行うのに必要な標準的な時間で算定すること

１４.実地指導における指摘事項について

項目 指導内容

本体報酬 • サービス提供をした記録がない

【サービス共通】
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【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護】

項目 指導内容

特定事業所加算 • 全ての要件を満たしていることが確認できない

①すべての従業者(登録を含む)に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修(外部にお
ける研修を含む。)を実施又は実施を予定していること

②利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該事業所における従業
者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

• サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、すべてが参加するものでなければならない
• 会議の開催状況については、その概要を記録すること
• ｢定期的｣とは、概ね１月に１回以上開催されている必要がある

③サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、当該利
用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始
するとともに、サービス提供終了後、担当する従業者から適宜報告を受けること。

④事業所のすべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

要件の一部のみ満た
さない場合でも、
加算の要件を満たし
ていないと判断され
ます

例えば・・・

要件は他にもあり
ます。
点検してください
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項目 算定が認められない事例

欠席時対応
加算

• 「利用予定の日」の当日・前日・前々日に中止の連絡があったと確認できない
• 電話等で確認した利用者の状況、相談援助の内容（次の利用を促しなど）の記
録がない

福祉専門職
配置等加算

• 人事異動などにより、算定要件を満たさなくなっていることに気付かず、その
まま算定している

送迎加算 • 送迎していない（記録がない）日に算定

食事提供体
制加算・
給食加算

• 食事を提供していない日に算定している（行事・早退など）
• 事業所で調理したものでないものを提供している（クックチル・クックフリーズ
等を除く）

（就労系）
本体報酬

• 報酬算定区分の根拠となるもの（平均工賃月額・スコア表の各種項目・就労実
績数など）について、その根拠を明確に示すことができない

【主な指導事項（報酬算定・通所系サービス） 】

日中一時支援・
地域活動支援セ
ンターも

相談援助をし
ていなければ
算定不可
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項目 算定が認められない事例

夜間支援体
制加算

• 個別支援計画への位置付けがされていない

日中支援加
算

• 個別支援計画への位置付けがされていない
• 休日に支援を行った場合に算定している
• 基準上配置すべき員数に加えて生活支援員又は世話人を加配していることが
確認できない

重度障害者
支援加算

• 生活支援員のうち２０％以上が強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修）修
了者等であることが確認できない

• 強度行動障がい支援者養成研修（実践研修）修了者等が支援計画シート等を作
成していない

【主な指導事項（報酬算定・共同生活援助） 】

就寝準備の確認、寝返りや排
せつの支援等のほか、緊急時
の対応など利用者の状況に合
わせて位置付けが必要

項目 算定が認められない事例

重度障害者
支援加算

• 強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修）修了者等の支援ではない日に、
５０単位に加え１０単位を加算して算定している

【主な指導事項（報酬算定・短期入所） 】
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申請・手続きの内容 担当部署 連絡先 所在地

（障害者総合支援法）
・障がい福祉サービス事業
・障がい者支援施設
・（特定・一般）相談支援事業
・地域生活支援事業
（児童福祉法）
・障がい児通所支援事業
・障がい児相談支援事業

• 事業者の指定申請、変更届
• 事業者の指導・監査に関すること
• 業務管理体制に係る届出
• 避難確保計画の届出（障がい児通
所を除く）

健康福祉部
福祉指導課
障がい福祉事業
チーム

TEL

０７２－６７４－７８２２

FAX

０７２－６７４－７８２０

高槻市役所
総合センター
１４F

（障害者総合支援法）
・障がい福祉サービス事業
・障がい者支援施設
・相談支援事業
・地域生活支援事業

• 利用相談
• 障がい支援区分認定に関すること
• 受給者証に関すること
• 給付費の請求
• 事業相談

健康福祉部
福祉事務所
障がい福祉課

TEL

０７２－６７４－７１６４

FAX

０７２－６７４－７１８８

高槻市役所
本館１F１３番

（児童福祉法）
・障がい児通所支援事業
・障がい児相談支援事業

• 利用相談
• 受給者証に関すること
• 給付費の請求
• 避難確保計画の届出（障がい児

通所）

子ども未来部子
育て総合支援セ
ンター児童発達
支援チーム

TEL

０７２－６８６－３０３２

FAX

０７２－６８６－３５３１

高槻市北園
町６－３０
子育て総合
支援センター
３F

・総合相談

• 基幹相談支援センター
• 障がい者虐待防止センター
• 高槻障がい福祉サポートネット

ワーク（地域生活支援拠点）

福祉事務所
福祉相談支援課

TEL
０７２－６７４－７１７１

FAX

０７２－６７４－５１３５

高槻市役所
本館１F１４番

【高槻市の担当部署（障がい福祉分野）】１６.その他事項


